
(
42
)
毘
連
　

隣
接
す
る
。

(43
)
殃

虐
　

そ
こ
な
う
。
災

い

(に
遭

う
)。

(44
)
矢
口
　
誓
う
。
主
張
を
固
く
守
る
。

(45
)
称
道
　

口
に
出
す
、
述

べ
た
て
る
。

(46
)
変
拗
　
変
わ
り
ね
じ
け
る
。

(47
)
国
戚
　
天
子
の
親
戚
。
后
妃
の
家
。

(48
)
端
陽
　
端
午

の
節
句
。

(49
)
設
醴
　
客
を
厚
く
も
て
な
す
こ
と
。
醴
は
甘
酒
。

(50
)
酒
穽
礼
■
　

酒
席

に
か
こ
つ
け
て
わ
な
に
か
け
捕
ら
え
る
こ
と
か
。

(51
)
冒
却
　

お
し
て
却
け
る
。

(52
)
■
歩
　

一
足
。
半
歩
。

(53
)
呉
頼
瑞
　
浦
添
親
方
朝
師
。
当
時
、
三
司
官
の

一
人
。
呉
頼
瑞
は
浦
添

の
音
訳
。

(54
)
毛
鳳
朝
　
読
谷
山
親
方
盛
韶

(当
時
は
江
洲
親
方
栄
真
)
。

一
五
五
六

ー

一
六
三
二
年
。
首
里
毛
氏

の
五
世
。
尚
寧

・
尚
豊
王
代
の
三
司
官
。

こ
の
時
は
鄭
■

・浦
添
朝
師
が
免
職

さ
れ
た
た
め
、
三
司
官
職
代
理
と

し
て
尚
寧
に
随
行
し
た
。

(55
)
給
照
　

こ
の
時
の
執
照
は

〔三
二
‐
一
六
〕。
ま
た
符
文

〔二
六
-
一
四
〕

が
あ
る
。

(56
)
交

嘱
　

預
け
て
命
ず
る
。

(57
)
原
差
の
員
役
　

前
文
に
言
及
さ
れ
て
い
る
鄭
俊
ら
を
さ
す
。
な
お
当
時
、

馬
良
弼
は
摂
政
と
し
て
琉
球
に
残

っ
て
い
た
。

(58
)
五
月
　

〔
一
八
‐
〇
五
〕
に
よ
れ
ば
、
実
際
に
は
十
月
頃
出
発
し
た
。

『明
実
録
』
万
暦
四
十
年

(
一
六

一
二
)
六
月
庚
午
の
条

に

「探
得
、

日
本
以
三
千
人
入
琉
球
、
執
中
山

王
、
遷
其
宗
器
。
三
十
七
・八
両
年

畳
遣
貢
使
…
」
と
あ
り
、
三
十
七
年
の
遣
使
は
本
文
書

の
鄭
俊
ら
で
あ

り
、
三
十
八
年
は
毛
鳳
儀
ら

(
〔
一
八
‐
〇
四
〕
〔
一
八
-
〇
五
〕
参
照
)

に
当
る
と
思
わ
れ
る
。

1-18-04

法
司
馬
良

弼
よ
り
礼
部
あ

て
、
貢
期
に
遅
れ
た
こ
と
を
詫
び

て
進
貢
す

る
咨

(
一
六

一
〇
、

一
、
二
〇
)

琉
球
国
中
山
王
府
の
、
王
妃
馬
氏

・
王
弟
尚
宏
を
摂
し
て
暫
く
国
事
を
看

す
る
法
司
馬
良
弼
、
飛
報
の
事
の
為
に
す
。

万
暦
三
十
七
年

(
一
六
〇
九
)
十

一
月
内
、
日
本

に
出
奔
し
未
だ
回
ら
ざ

る
国
王
の
憲
牌
を
奉
ず
る
に
、
備
咨
し
て
、
天
恩
も
て
乱
に
遭
う
を
恤
憐
し

貢
職
を
修
む
る
を
贖
う
を
懇
乞
う
事
あ
り
。
齎
称
す
ら
く
、
伏
し
て
惟
う
に
、

天
朝
の
皇
帝
は
天
地
と
合
し
、
其
の
徳
は
日
月
と
並
び
、
其
の
明
は
洋
と
し

て
四
表
に
溢
れ
、
寿
は
万
年
を
計
え
て
欣
幸
な
り
。
伏
し
て
以
う
に
、
琉
球

の
天
朝
に
服
事
す
る
は
蓋
し
数
百
年
な
り
。
臣
は
■
豆
の
礼
を
聞
く
も
、
未

だ
軍
旅
の
事
を
学
ば
ず
。
己
酉
の
歳
の
季
春
、
倭
人
、
兵
を
率

い
て
来
た
る

も
、
勢
は
小
な
れ
ば
大
に
敵
す
可
か
ら
ず
。
奈
ん
と
も
す
る
無
く
、
僧
菊
居

隠
法
印
等
を
遣
わ
し
、
幣
帛
に
て
釈
解
む
。
倭
人
、
舷
を
扣
き
て
□
還
す
。

琉
球
は
倭
国
と
相

い
去
る
こ
と
僅
か
に
二
千
余
里
な
り
。
今
、
講
礼
せ
ざ
れ

ば
、
後
世
必
ず
や
患
有
ら
ん
。
已
む
を
得
ず
し
て
、
遐
か
に
倭
国
の
薩
州
に

致
り
力
め
て
和
議
を
主
る
。
彼
の
国
の
風
俗
を
熟
視
す
る
に
、
外
は
勇
猛
に



し
て
内
に
慈
哀
あ
る
な
り
。
深
睦
す
れ
ば
講
好
し
、
又
、
弱
小
を
恤
む
。
地

を
割
け
ば
尽

行
退
き
、
復
た
鶏
籠
は
諫
を
聴
き
て
罷
止
む
。
相
い
和
好
す
る

を
約
せ
ば
、
永
く
魯
衛
の
治
世
を
為
さ
ん
。
今
、
照
ら
す
に
、
本
国
は
原
例

と
し
て
三
年
二
貢
す
る
も
、
驟
か
に
倭
乱
を
警
報
す
る
に
因
り
貢
期
を
緩
ら

し
む
る
を
致
す
。
本
年
五
月
内
、
続
い
て
大
夫

・
使
者

・
通
事
等
の
官
の
鄭

俊
等
を
差
遣
し
、
土
小
船

一
隻
に
坐
駕
し
、
硫
黄
二
千
斤
を
随
載
し
て
前
去

し
、
風
を
候
ち
て
馳
報
せ
し
む
。
切
に
見
う
に
乗
船
は
微
小
な
れ
ば
、
飄
風

し
渉
海
す
る
の
危
は
測
る
と
も
知
る
莫
し
。
特

に
毛
鳳
儀
を
し
て
回
国
し
て

報
ぜ
し
む
。
作
速
に
例
を
査
し
て
員
役
を
添
差
し
齎
報
せ
し
め
よ
、
等
の
情

あ
り
。
例

に
仍
照
し
て
硫
黄
の
斤
数
を
備
■
し
、
先
ず
福
建
布
政
使
司
に
赴

き
て
投
逓
し
、
伏
し
て
礼
部
に
移
文
し
君
父
に
貢
を
緩
ら
し
む
る
の
罪
を
赦

宥
す
る
を
遣
奏
す
る
を
乞
わ
し
め
よ
、
等
の
情
あ
り
。

此
れ
を
奉
じ
、
馬
良
弼
、
情
を
将
て
随
い
で
王
妃
馬
氏

・
王
弟
尚
宏
に
稟

請
し
、
遵
い
て
原
奉
の
国
王
の
差
来
せ
る
王
舅
毛
鳳
儀
を
将
て
、
随

い
で
旧

例
を
査
照
し
て
長
史

・
使
者

・
通
事
等
の
金
応
魁
等
を
添
差
し
、
咨
を
齎
し

て
船
隻
に
坐
駕
し
、
原
奉
の
前
項
の
備
■

の
額
の
硫
黄
四
千
斤
を
装
載
し
、

福
建
布
政
使
司
に
前
赴
し
て
投
逓
し
縁
由
を
飛
報
せ
し
む
。
伏
し
て
遣
奏
し

て
施
行
す
る
を
乞
う
。
此
の
為

に
移
咨
す
。
須
ら
く
咨

に
至
る
べ
き
者
な
り
。

右
、
礼
部
に
咨
す

万
暦
三
十
八
年

(
一
六

一
〇
)
正
月
二
十
日

咨

注

*
本
文
書
を
読
む
に
当

っ
て
は

〔
一
八
‐
〇
三
〕

〔
一
八
-
〇
五
〕
を
参
照
さ
れ
た

い
。

(1
)
王
妃
馬
氏
　
尚
寧

の
王
妃

の
阿
応
理
屋
恵
按
司
加
那
志
。
?
‐

一
六
六

三
年
。
尚
永

の
王
女
。

(2
)
尚
宏
　

一
五
七
八
-

一
六

一
〇
年
。
尚
寧
の
弟
。
慶
長
十
四
年
(
一
六

〇
九
)
五
月
、
薩
摩
軍
に
よ
り
尚
寧
と
と
も
に
鹿
児
島

へ
連
行
さ
れ
、

日
明
通
交
交
渉

の
仲
介
を
迫
ら
れ
、
九
月
末

に
毛
鳳
儀

(豊
見
城
盛
続
)

と
と
も
に
帰
国
し
た
。
琉
球
到
着
は
、

〔
一
八
-
〇
三
〕
に
よ
れ
ば
十
月

二
十
日

(『喜
安
日
記
』
で
は
霜
月

〔十

一
月
〕
二
十
日
)
。
慶
長
十
五

年
閏
三
月
鹿
児
島

に
戻
り
、
四
月
に
尚
寧

に
随
行
し
て
本
州

へ
赴
き
、

八
月
に
駿
府
で
病
没
し
た
。
本
咨
文
は
尚
宏
が
琉
球
帰
国
中

の
も
の
で

あ
ろ
う
。

(3
)
暫
く
国
事
を
…
馬
良
弼
　

薩
摩
侵
入
後
に
尚
寧
ら
が
鹿
児
島

へ
連
行
さ

れ
た
時
、
馬
良
弼
・毛
継
祖
ら
は
留
守
役
と
し
て
首
里

に
留
め
ら
れ
た
。

(4
)
国
王
の
憲
牌
　

「備
咨
し
て
」
よ
り
注

(10
)
ま
で
。

(5
)
■

豆
の
礼
　
■

・
豆
は
と
も
に
祭
祀

・
宴
会

の
時
に
食
物
を
盛
る
器
。

こ
こ
で
は
祭
祀
の
儀
礼

の
意
か
。

(6
)
軍
旅
　

軍
隊
。
戦
争
。

(7
)
己
酉
の
歳
の
季
春
　
己
酉
は
万
暦
三
十
七
年

(
一
六
〇
九
)。
季
春
は

陰
暦
三
月
。

(8
)
講
礼
　

礼
を
学
ぶ
。
こ
こ
で
は
講
は
和
睦
の
意
で
、
友
好

の
礼
を
と
る

こ
と
か
。

(9
)
魯
衛

の
治
世
　
魯
・衛
は
と
も
に
周
代
の
国
。
先
祖
が
兄
弟

の
上
、
政

事
も
よ
く
似
て
い
た
。
非
常

に
似
通

っ
た
も
の
の
た
と
え
。

(10
)
等
の
情
あ
り
　
注

(4
)
の
国
王
の
憲
牌

の
終
り
。



(11
)
原
奉
　

先
に
拝
受
し
た

(文
書
)。

こ
こ
で
は
国
王
の
憲
牌
を
さ
す
。

(12
)
毛
鳳
儀
　

『明
実
録
』
万
暦
三
十
八
年

七
月
辛
酉
の
条
に
金
応
魁
と
と

も
に
入
朝
し
、
倭

の
侵
入
と
朝
貢
遅
延
を
報
じ
た
記
事
が
あ
る
。

1-18‐05

法
司
馬
良
弼
よ
り
布
政
司
あ
て
、
貢
期
に
遅
れ
た
事
情
を
報
告
し
て
進

貢
す
る
咨

(
一
六

一
〇
、

一
、
三
〇
)

琉
球
国
中
山
王
府

の
王
妃

・
王
弟
尚
宏
を
摂
し
て
暫
く
国
事
を
看
掌
す
る

法
司
馬
良
弼
、
天
恩
も
て
乱
に
遭
う
を
恤
憐
し
、
貢
職
を
修
む
る
を
贖
う
を

懇
乞
う
事

の
為
に
す
。

先
を
査
し
て
案
照
す
る
に
、
万
暦
三
十
七
年

(
一
六
〇
九
)
十
月
十

一
日

に
正
議
大
夫
鄭
俊
等
を
差
わ
し
て
齎
報
せ
る
、
倭
乱
を
急
報
し
貢
期
を
緩
ら

し
む
る
を
致
す
事
の
為
に
す
。
照
得
す
る
に
、
本
国
は
三
年
二
貢
し
歴
進
し

て
爽
え
ず
。
本
年
は
例
と
し
て
貢
期
に
該
り
、
合
行
に
進
奉
す
べ
し
。
経
に

員
役
は
土
船
に
坐
駕
し
馬
匹

・
硫
黄
を
装
載
し
て
完
備
す
る
の
外
、
風
を
候

ち
て
開
駕
す
る
に
、
驟

か
に
日
本
の
薩
摩
州
の
倭
酋
他
魯
済

・
呉
済
等
、
党

を
鳩
め
海
島
に
流
毒
し
属
地
に
蔓
肆
す
、
と
警
報
す
る
を
聞
き
、
進
貢
の
行

程
を
阻
滞
す
る
を
致
す
。
三
十
七
年
三
月
内
、
先
ず
葉
壁
山

・
奇
佳
山
等
の

処
、
烽
号
を
連
放
す
る
に
拠
り
虚
惨
を
伝
報
す
。
但
だ
未
だ
郵
舗
の
実
事
を

投
呈
す
る
に
接
せ
ざ
れ
ば
、
国
を
挙
げ
て
疑
似
し
て
惶
惶
た
り
。
議
し
て
兵

を
興
し
救
い
に
向
わ
ん
と
欲
す
る
も
、
其
の
藩
城
の
守
り
を
失
う
を
恐
る
。

則
ち
劫
殺
を
傍
観
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
生
民
の
塗
炭
す
る
に
忍
び
ず
。

三
月
二
十
日
、
卑
職
、
法
司
馬
良
弼
を
差
遣
し
、
精
兵
千
余
を
率
領
し
陸

に
向
い
て
彼
に
致
り
阻
救
せ
し
め
て
去
後
る
。
続
い
て
馬
良
弼
の
回
称
に
拠

る
に
、
其
れ
倭
の
勢
を
観
る
に
、
雄
張
と
し
て
戦
艦
は
糾
結
し
布
擺
し
散
処

す
。
紅
白

の
旗
幟
は
間
閃
し
飛
揺
し
て
、
遠
望
す
る
に
其
の
幾
千
余
な
る
か

を
弁
ず
る
莫
し
。
聆
聴
す
る
に
銃
声
は
綿
連
と
し
て
絶
え
ず
。
大
麓
に
山
を

焚
き
て
勢
は
燎
毛
す
る
が
如
し
。真

に
人
の
髪
を
し
て
上
指
せ
し
む
る
の
み
。

三
月
二
十
六
日
、
馬
良
弼
、
密
か
に
近
づ
き
て
哨
窺
す
る
に
、
船
多
く
倭
少

な
し
。
中
心
に
思
忖
う
る
に
十
分
の
八
に
し
て
、
量
る
に
其
れ
醜
虜
は
是
れ

虚
張
な
り
、
賊
勢
は
僥
倖
に
し
て
捲
劫
せ
る
か
、
と
。
良
弼
、
兵
を
し
て
進

殺
せ
し
む
。
■
ぞ
、
倭

に
狡
計
あ
り
。
深
山
に
伏
寇
し
、
敗
る
る
と
詐
り
て

侵
す
を
弭
む
。
四
顧
す
れ
ば
驟

か
に
囲
ま
れ
、
弼
の
兵
は
傷
損
し
て
半
ば
を

去
う
。
良
弼
、
倭

に
擒
獲
し
■
拷
せ
ら
れ
て
献
降
す
。
良
弼
、
天
を
仰
ぎ
て

呼
号
す
ら
く
、
我
が
琉
球
、
上
に
天
朝
の
万
歳
の
爺
父
有
り
、
下
に
琉
球
の

国
主
有
り
。
良
弼
、
兵
を
領
し
て
敵
に
向
い
し
も
既
に
戦
勝
す
る
能
わ
ず
、

又
、
身
を
衛
る
能
わ
ず
。
死
す
と
も
何
ぞ
惜
し
む
に
足
ら
ん
、
と
。
二
賊
首
、

其
の

一
匹
の
懦
夫
の
敢
え
て
万
軍
の
雄
陣
に
向
か
う
を
嘉
す
。
是
れ
知
る
無

く
し
て
火
に
入
り
擒
に
就
き
た
り
と
雖
も
、
而
も
竟

に
忠
君
愛
国
を
明
ら
か

に
す
れ
ば
、
殺
さ
ず
忠
を
全
う
せ
し
む
、
等

の
情
あ
り
。

四
月
初

一
日
に
至
り
、
倭
寇
、
中
山
の
那
覇
港
に
突
入
す
。
卑
職
、
師
官

鄭
■

・
毛
継
祖
等
に
厳
令
し
て
技
兵
三
千
余
を
統
督
せ
し
む
。
堅
を
披
け
鋭

を
執
り
、
雄
と
し
て
那
覇
江
口
に
拠
り
て
力
敵
す
。
彼
の
時
、
球
兵
は
陸
に


